
 

 

 
～子育て世帯を応援～ 

『中信教育ローン』のご融資利率を引き下げいたします 

 

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）は、「中信教育ローン」のご融資利率を引き下げいたし 

ますので、お知らせいたします。 

当金庫では、今後も地域社会の一員として子育て世帯の支援を積極的に取り組んで参ります。 

 

記 

 

１．利率改定日 

２０２１年１１月１日（月）新規お申込み受付分より 

 

２．利率引き下げ内容 

・ご融資利率を年０．３２５％引き下げいたします。（変動金利・年２回金利見直し型） 

 

改定前 改定後 

ご融資利率 
 

ご融資利率 
 

リピーター優遇・セット優遇 リピーター優遇・セット優遇 

年２．５００％ 年２．３００％ 年２．１７５％ 年１．９７５％ 

※上記利率には、保証会社へ支払う保証料が含まれています。 

※ご融資利率は、金利動向等により変更となる場合があります。また、お申込み受付時点の金利では

なく、ご融資実行時点の金利が適用されます。 

 

３．その他 

・お申込みに際しましては、当金庫所定の条件がございます。また、当金庫所定の審査をさせていた

だいた結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・ローンの詳しい内容、ご返済金額の試算、現在のご融資利率等につきましては、当金庫の本支店

または下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 

・店頭に説明書をご用意しております。 

・商品の概要については、添付の説明書をご参照ください。 

 

以上 
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中信 教育ローン 

                                                                       （２０２１年１１月１日現在） 

１．商品名  中信 教育ローン 

２．ご利用いただ

ける方 

 次の①～④の条件をすべて満たす個人の方。 

①申込時年齢が満２０歳以上で継続して安定した収入が得られる方。 

②一般社団法人しんきん保証基金の保証を得られる方。 

③当金庫の定める融資基準を満たしている方。 

④当金庫の会員資格のある方。 

３．お使いみち 

申込人または申込人の子弟、孫、被扶養親族が幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、

短大、大学、大学院（法科大学院を含む）、専修学校、予備校等に入学・入園または 

在学されるために必要な次の資金。 

①上記の学校・施設にかかる入学金、授業料等の１年分の納付金 

②下宿費用、学校斡旋の教科書、制服代等の１年分の付帯費用（１００万円以内） 

③教育ローンの借換資金（お借入先によっては対象とならない場合があります） 

※①及び②についてはお支払後３ヶ月以内の資金も対象とすることができます。 

※②の付帯費用の合計金額は１００万円が上限となります。 

※③について一般社団法人しんきん保証基金の保証付教育カードローンは借換資金の対象となりま

せん。 

４．ご融資金額 

  １，０００万円以内（１万円単位） 

※ただし、今回のお申込金額と当金庫ならびに他信用金庫取扱分を含めた一般社団法人しんき

ん保証基金保証付きローンの現在残高（貸越極度額）の合計額が一定範囲内であることが必

要となります。 

５．ご融資期間 
１６年以内（３ヶ月以上１ヶ月単位） 
 
※元金据置可。ただし在学期間（標準修業年限）内となります。 

６．ご融資利率 

・当金庫所定の利率を適用させていただきます。（変動金利：年２回金利見直し型） 
 
【リピーター優遇・セット優遇】 

 お申込み時点において、当金庫の対象ローンについて下記①あるいは②の条件を満たす

方は、金利を年０．２％優遇させていただきます。 

条件① 次のいずれかのローンについて 

ⅰ）一般社団法人しんきん保証

基金保証付住宅ローン 

ⅱ）一般社団法人しんきん保証

基 金 保 証 付 個 人 ロ ー ン

（カードローンを除く） 

ⅲ）他保証会社保証付自動車関

連ローン 

ご利用状況が次のいずれかに該当する

こと 

ａ）お借入日から６ヶ月以上経過し、

かつ直近の約定返済を行われてい

る 

ｂ）完済後３年以内である 

条件② 一般社団法人しんきん保証基金

保証付カードローンについて 

次のいずれかに該当すること 

ａ）ご契約中である 

ｂ）今回お申込みされるローンの実行

日までにご契約いただける 

・ご融資後の利率については、４月１日および１０月１日（休業日の場合は翌営業日）現在

の「当金庫の新長期プライムレート」を基準金利として、年２回見直しを行います。原則

として、４月１日基準のご融資利率は７月返済分から、１０月１日基準のご融資利率は翌

年の１月返済分から適用されます。 

７．ご返済方法 

・「毎月元利均等返済方式」または「毎月元金均等返済方式」のいずれかをご選択いただきま

す。また、ご融資額の５０％までの範囲内でボーナス月増額返済の併用もできます。 

・元金据置をご選択された場合も、お利息は毎月払いとなります。 

 ８．保証人・担保 一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則必要ありません。 

 ９．保証料   保証会社へ支払う保証料は、ご融資利率に含まれています。 
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１０．手数料  手数料は必要ありません。 

１１．苦情処理 

措置 

本商品の苦情等は、当金庫営業日の９時から１７時までの間に、営業店または On Your 

Side 事業部（電話・ＦＡＸ：0120-355-774）へお申し出ください。 

また、上記の他にも、営業店窓口に備え付けの「お客様ご意見書」の郵送や当金庫ホー

ムページ（https://www.chushin.co.jp/）上のお問い合わせより、インターネット（24

時間受付）でも受付をしております。 

１２．紛争解決 

措置 

京都弁護士会、公益社団法人民間総合調停センターの他、東京弁護士会、第一東京弁護

士会、第二東京弁護士会（以下、「東京三弁護士会」という）の紛争解決センター等で

紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日の

９時から１７時までの間に、営業店、On Your Side 事業部（電話・ＦＡＸ：0120-355-

774）または全国しんきん相談所（電話：03-3517-5825）にお申し出ください。 

また、お客さまから、東京三弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。 

その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会

とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調停）、②当該地域

の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法（移管調停）もあります。 

詳しくは、東京三弁護士会、当金庫 On Your Side 事業部もしくは全国しんきん相談所

にお問い合わせいただくか、東京三弁護士会のホームページまたは当金庫のホームペー

ジ（https://www.chushin.co.jp/）をご覧ください。 

受付日時は次のとおりです。 

問い合わせ先 受付日時 電話番号 

京都弁護士会  

紛争解決センター 

月～金（祝日を除く） 

9：30～12：00、13：00～17：00 
075-231-2378 

公益社団法人 民間総

合調停センター<大阪> 

月～金（祝日を除く） 

9：00～12：00、13：00～17：00 
06-6364-7644 

東京弁護士会 

紛争解決センター 

月～金（祝日、年末年始除く） 

9：30～12：00、13：00～15：00 
03-3581-0031 

第一東京弁護士会  

仲裁センター 

月～金（祝日、年末年始除く） 

10：00～12：00、13：00～16：00 
03-3595-8588 

第二東京弁護士会 

仲裁センター 

月～金（祝日、年末年始除く） 

9：30～12：00、13：00～17：00 
03-3581-2249 

 

１３．その他 

・ お申込に際しましては当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご

希望に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。 

・ 本申込によって、当金庫からのお借入総額（一部の借入金を除く）が７００万円を超え

る場合には、当金庫の会員となっていただく必要があります。その場合、別途ご融資実

行時に出資金（１万円以上）が必要となります。 

・ローンの詳しい内容、ご返済額の試算、または現在のご融資利率につきましては、当金

庫の本支店あるいはフリーダイヤル０１２０－２０１－９５９（平日 9：00～17：00）

またはＦＡＸフリーダイヤル０１２０－２０１－５８０（24時間受付）までお問い合

わせください。 

 


